
　「幸福感を育む環境づくりの基盤づくり」を目指し、市民の皆さんの協力をいただきながら

平成２７年度に策定した第１次滝沢市総合計画は、８年間の基本構想と地域別計画、前・後

期のそれぞれ４年間を計画期間とする基本計画市域全体計画から構成されています。

　このたび、総合計画の策定から４年が経過し、前期基本計画は計画期間を終えたことから、

後期基本計画を策定いたしました。

　後期基本計画期間においては、住民自治日本一をめざす地域社会計画として定めた基本構

想を踏襲しつつも、変化しつづける環境を的確に捉えてそれに対応するため、施策の展開につ

いて、新たな発想や従来に囚われない手法を取り入れて「挑戦」し続ける姿勢の重要性や必

要性はさらに増すものと考えます。

　このことを踏まえ、後期基本計画では、基本構想と共に市民参画で策定し、市民の想いを

形にした「幸福実感一覧表」を参考とした市民の取り組みを推進するという考え方の柱はその

ままに、幸福感を育む環境づくりに向けた展開として、「健康づくり」と「若者定住」という、

２つの大きな戦略を定めました。

　これらを中心として、市民の皆さんが「人とのつながり」による幸福感を育み、市行政はそ

れを支えるという形で、「市民の生活が第一の市政」の実現を目指そうという想いを込めた計

画となっています。

　素晴らしい滝沢を、もっと素晴らしい滝沢にする。このために、「幸福感を育む環境づくりの

基盤づくり」と「セーフティネットの堅持」を引き続き進め、本計画に基づき、各施策の展開を

推進してまいります。

ごあいさつ

滝沢市長　主濱　了
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